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議案第１２６号 
 

福島市消費生活センター条例の一部を改正する条例制定の件 
（議案書Ｐ６４） 

 

１ 改正する項目 

   位置の改正（第２条） 

 

２ 条例改正の背景 及び内容 

 （１）条例改正の背景 

     消費生活相談窓口を市民相談室と一元化し、連携を強化することで、市民の消費生活のさらなる安定と向上に寄与するため、消費

生活センターを福島市役所庁舎棟へ移転する。 

 （２）条例改正の内容      

第２条、「福島市本町２番６号」を「福島市五老内町３番１号」に変更する。 

 

３ 条例施行予定日 

   令和８年２月２４日施行（庁舎棟で業務を開始する日） 

 

４ 新旧対照表 

改正後 改正前 

（位置） 

第２条 センターは、福島市五老内町３番１号に置く。 

（位置） 

第２条 センターは、福島市本町２番６号に置く 

 ※（   ）が改正部分 

 

５ 市民への影響 

  ・消費生活相談や多重債務相談などから法律相談等を案内する際、同窓口に市民相談室があることから、法律相談についての説明や予約 

などの手続きがスムーズに行える。 

・ひとり暮らしの高齢者など配慮を要する方からの相談も多く、庁内関係部署との連携も必要となっており、他部署間との連携の強化が 
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図れる。 

 

６ 条例制定後のスケジュール 

  ・令和８年２月２１日～２３日に移転、２月２４日から業務再開 

  ・市民への周知 市政だより２月号、ＳＮＳの配信、市ホームページ 

 

７ 施設等の状況 

  ・移転先は福島市役所庁舎棟１階北側の国保年金課の隣になる。 

  ・市民相談窓口と同一フロアとなる。 

 

 消
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ー 
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議案第１０９号 令和７年度 福島市一般会計補正予算（第４号）【文化振興課】 
 

債務負担行為補正（追加） 議案書 Ｐ１２ 補正予算説明書 Ｐ３９              （単位：千円） 

事項 期間 限度額 

「ふくしまチェンバー・オーケストラ」活動支援事業費 
令和７年度から 

令和８年度まで 
13,692 

 

 国内屈指のホールを有する音楽堂を活かした独自性のある取り組みを推進するため、

福島ゆかりのプロの音楽家で構成される「ふくしまチェンバー・オーケストラ」の定

期演奏会開催を支援する。例年、秋以降となっていた開催時期を見直し、より多くの

市民に質の高い文化芸術の鑑賞機会を提供するため、債務負担行為を追加する。 
 

【事業概要】 

 名 称：ふくしまチェンバー・オーケストラ定期演奏会 

日 程：令和８年６月、１１月  

会 場：ふくしん夢の音楽堂 
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議案第１０９号 令和７年度 福島市一般会計補正予算（第４号）【文化振興課】 
 

債務負担行為補正（追加） 議案書 Ｐ１２ 補正予算説明書 Ｐ３９                    （単位：千円） 

事項 期間 限度額 

写真美術館企画展開催業務委託費 

①（仮称）秋山庄太郎写真展 2026運営 

②（仮称）国宝・名宝がふくしまにやってくる（国宝名宝展）運営   

令和７年度から 

令和８年度まで 
6,300 

【事業概要】 

 ①（仮称）秋山庄太郎写真展 2026（2,000千円） 

 福島市写真美術館において、故秋山庄太郎氏の写真展を開催し、 本市写真文化のさらなる振興と花観光の一層の推進を図るため、債務負担行為

を追加するもの。 

 ◆（仮称）秋山庄太郎写真展 2026 開催概要（予定）  

○開催日  令和８年３月～４月（調整中） 

○会 場   福島市写真美術館  

○観覧料  ５００円  

○内 容   花見山を中心とした 故秋山庄太郎氏の作品展示 （同氏寄贈作品含む） 

故秋山庄太郎氏の絵画コレクション及び作者のポートレート作品展示 

        花見山での写真教室、フォトフェスティバルの開催、ピアノコンサート 

 

②（仮称）国宝・名宝がふくしまにやってくる（国宝名宝展）（4,300千円） 

   国内外から多数の来館者を見込むゴッホ展に合わせ、福島キヤノン株式会社及びキヤノン株式会社と協働し、令和５年に開催し過去最大の来館者

を記録した「国宝が福島にやってくる！？」の続編として展示内容をリニューアルし開催する。高精細複製技術の強みを活かし、市民が通常では見るこ

とが困難な国宝・名宝作品を間近で観覧する機会を提供するため、債務負担行為を追加するもの。 

◆（仮称）国宝・名宝がふくしまにやってくる（国宝名宝展） 開催概要（予定）  

○開催日  令和８年４月～５月（調整中） 

○会 場   福島市写真美術館  

○観覧料  無料  

○内 容   国宝：俵屋宗達「風神雷神図屏風」、狩野永徳「檜図屏風」、長谷川等伯「松林図屏風」の高精細複製品の展示 

        名宝：菱川師宣「見返り美人図」、尾形光琳「群鶴図屏風」、葛飾北斎「十二ヶ月花鳥図」の高精細複製品の展示 

        その他：プロジェクションマッピングなど体験型コンテンツの提供 

- 5 -


